
第 26号様式（第 63条関係） 

令和２年度 指定管理者モニタリングレポート 

 

施 設 名  鹿屋運動公園ほか17施設 

所 在 地  鹿屋市向江町29番１号ほか 

指定管理者 

名 称： 特定非営利活動法人 かのや健康・スポーツクラブ  

代 表 者： 理事長 堀内 航司       

住 所： 鹿屋市向江町29番１号      

連 絡 先： 0994-41-9988          

モニタリングの 

実施経過 

●書類審査（月例及び年度報告書） 

●現地調査 

●ヒアリング調査 

担当部課 

（問合せ先） 
市民生活部 市民スポーツ課  電話0994-31-1139 内線3591 

 

【モニタリングの総合評価】 

 全体的に、良好な管理、運営を行っており、条例に則し、適正で公平な利用受付及 

び許可に努めている。利用者数については、新型コロナウィルス感染症対策に伴う利

用制限などの影響による各種大会、イベント、合宿の中止、緊急事態宣言の発出に伴

う屋内施設の閉鎖（４月21日～５月10日）及び台風接近に伴う全施設の閉鎖（９月６

日及び７日）などにより大幅な減少となっている。利用料金については、利用者数は

大幅に減少となったが、令和元年10月施行のテニス場等の利用料金改正により前年を

上回る実績となっている。 

 維持管理についても、組織体制の見直しにより効率的な作業を行い、芝・クレイ管 

理の改善に努めている。また、メリケントキンソウ対策については、除草剤散布等に 

より運動施設の競技場部分では効果が出ていることから、良好な施設環境維持のため

に継続的な取組みを行う必要がある。 

 施設の安全対策については、消防訓練やＡＥＤ講習の受講、緊急時対応マニュアル

及び緊急連絡網の作成、職員への指導等を通して、利用者が安心して施設を活用でき

るよう努めている。 

 

【今後の業務改善に向けた考え方】 

≪指定管理者が実施・検討する事項≫ 

・管理施設内での事故発生防止対策 

・屋内・屋外施設の適正な維持管理の実施。 

・特に大会実施前の環境整備 

≪施設所管課が実施・検討する事項≫ 

・老朽化した施設や設備の計画的な整備又は修繕。 

・大会開催や広報活動などの利用促進対策。 

 



 

 

 

⑴基本的な考え方（施設の性格･目的等との合致、市民の平等な利用の確保、施設の効用発揮）  

①合目的性・公平性・効果性 

○施設全体の利用者は、新型コロナウィルス感染症対策などの影響により大幅に減少

している。しかし、利用料金については、テニス場等の令和元年10月の利用料金改正

に伴い前年度を上回っている。 

施設 
令和２年度 平成元年度 

利用者数 利用料金 利用者数 利用料金 

鹿屋中央公園 124,827 9,307,230 156,597 8,814,860 

鹿屋運動公園 34,776 316,940 61,044 382,745 

西原健康運動公園 11,658 899,390 19,049 1,078,600 

市民いこいの森運動広場 6,129 17,590 9,715 17,830 

合計 177,390 10,541,150 246,405 10,294,035 

 

○キャンセルがある場合の対応として、定期的に利用する団体については、既納の料

金を翌月分で調整するなど柔軟な対応を行っている。 

○利用が多いテニスコートは、それぞれ利用許可ルールを定めて運用し、公平で適切

な利用許可に努めている。 

○指定管理者名、料金等の表示を各施設に行い、利用者の利便性向上に努めている。 

⑵業務内容 

①機能性・独創性（事業への具体的な取組み方） 

○屋外施設については、グラウンドキーパーを設定し、業務内容計画の作成及び独自

の管理マニュアルの作成など、芝の適正な管理体制に努めている。また、作業員の

組織体制を見直したことにより、業務の効率化が実現できている。 

○特に芝の管理については、仕様書に記載されている回数以上に使用者から要望があ

った時など適宜対応をしている。 

○クレイの管理については、必要に応じてブラシやレーキを補充しており、大会利用

の前後にブラシがけを行い、適切な維持管理に努めている。 

○プール利用時期は、使用前後の点検や清掃、使用前の水質検査を行い、安全なプー

ル運営に努めている。 

②責任性・実行性（施設の運営体制や組織） 

○各エリアでの毎朝のミーティング及び全職員を集めた毎月の定例会により、実績、

苦情、事故、次月予定の確認を行うなど、事務の円滑化、迅速な情報共有、指示、

連絡を図っている。 

③明瞭性・規律性（適正な事務や経理） 

○年間の業務計画を作成し、計画な作業を行っている。 

○個人情報の管理について、重要データ等を廃棄する際はシュレッダーを用いて廃棄

を行うなど、漏洩が無いよう適切に管理している。 

○会計は、会計主任及び業務主任に点検を行っている。また、組織内での決裁につい



て一部不適切な処理が見られたが、現在は改善され、適正な処理がなされている。 

④安全性（安全管理・緊急時等の対応） 

○年２回、防災設備の点検確認を行っている。 

○年２回の防災訓練、毎年プール利用開始前に行う救命救急講習の受講などにより、

利用者が安全に施設を利用することができるよう努めている。 

⑤社会性（環境等への配慮） 

○節電・節水、裏紙の活用やごみの分別など、環境に配慮した取組を行っている。 

○再委託先として、原則市内の業者と優先して契約し、迅速な初動が取れるよう対応

を行っている。 

⑶事業収支 

①経済性 

○月例報告及び年度報告書から、管理経費は効率的、効果的に使用していると評価で

きる。また、経理に関しては会計士による確認が行われており適正である。 

○修繕や委託等については、複数業者から見積もりを徴収し最低価格の業者に依頼す

るなど、管理経費の節約に努めている。 

⑷団体の経営状態 

①経営の健全性 

○財務諸表等会計関係書類及び過去の実績から、経営について、問題はないと判断す

る。 

 



第 27号様式（第 63条関係） 

施 設 概 要 調 書 

 
１ 施設の概要 

施 設 名 鹿屋運動公園ほか17施設 所 管 課：市民スポーツ課 

所 在 地 鹿屋市向江町29番１号 設置年月日：昭和45年10月10日 

設 置 目 的 市民一般の体育及びスポーツその他健康で文化的な各種行事並びに

集会の用に供するため 

設置の根拠 

（法令、条例等）  

鹿屋市体育館条例、鹿屋市武道館条例、鹿屋市都市公園条例、鹿屋

市健康ふれあい運動広場条例 

施設の概要 設備の概要 敷地面積 146,720.078㎡ 

延床面積 100,274.000㎡ 

《有料》条例に基づき使用料を徴収 

事 業 概 要 （１）利用許可、不許可、取消等に関する業務 

（２）利用料金等の徴収、減免、還付等に関する業務 

（３）施設及び設備の維持管理に関する業務 

（４）施設の利用促進に関する業務 

 

２ 経営分析評価指標 

①事業収支 245,228円 ④外部委託費比率 9.0％ 

②利用料金比率 17.0％ ⑤利用者あたり管理運営コスト 328.3円/一人 

③人件費比率 56.4％ ⑥利用者あたり自治体負担コスト 270.5円/一人 

※ 少数点第２位四捨五入 

 

３ 運営状況 

項目 実施計画（事業計画書より） 実施内容（実績） 

開館日数 体育館・武道館・第２武道

館・弓道場・中央公園テニ

スコート・サッカー場兼ソ

フトボール場・相撲場・陸

上競技場・野球場・屋内運

動場・西原健康運動公園テ

ニスコート・西原健康運動

公園多目的広場・市民いこ

いの森運動広場については

12月29日～翌年の1月3日ま

でを除く359日。 

中央公園水泳プールについ

ては7月19日～8月31日。 

その他の施設は閉場日の規

程なし。 

体育館・武道館・第２武道

館・弓道場・中央公園テニ

スコート・サッカー場兼ソ

フトボール場・相撲場・陸

上競技場・野球場・屋内運

動場・西原健康運動公園テ

ニスコート・西原健康運動

公園多目的広場・市民いこ

いの森運動広場については

12月29日～翌年の1月3日ま

でを除く357日。 

※台風接近により９月６日

～７日の２日間全施設閉館

とした。 

※屋内施設については、新

型コロナウィルス感染症に

伴う緊急事態宣言を受け、

４月21日～５月10日の20日

間閉館とした。 

中央公園水泳プールについ

ては８月１日～8月31日。 

その他の施設は閉場日の規

程なし。 



開館時間 体育館・武道館・第2武道

館・弓道場・中央公園テニ

スコート・サッカー場兼ソ

フトボール場については午

前8時30分～午後10時まで。 

相撲場・陸上競技場・野球

場・屋内運動場・西原健康

運動公園テニスコート・西

原健康運動公園多目的広

場・市民いこいの森運動広

場・市民いこいの森運動広

場ラグビー等競技場につい

ては午前8時30分～午後5時

まで。 

水泳プールについては午前

9時～午後5時まで。 

その他の施設については利

用時間の規程なし。 

体育館・武道館・第2武道

館・弓道場・中央公園テニ

スコート・サッカー場兼ソ

フトボール場については午

前8時30分～午後10時まで。 

相撲場・陸上競技場・野球

場・屋内運動場・西原健康

運動公園テニスコート・西

原健康運動公園多目的広

場・市民いこいの森運動広

場・市民いこいの森運動広

場ラグビー等競技場につい

ては午前8時30分～午後5時

まで。 

水泳プールについては午前

9時～午後5時まで。 

その他の施設については利

用時間の規程なし。 

事業開催   

 

４ 利用実績 

項目 実施計画（事業計画書より） 実施内容（実績） 

貸し室等 

利用回数 

体育館  3,473 

武道館  1,771 

第二武道館  981 

弓道場  727 

サッカー場兼 

ソフトボール場 
 416 

中央公園 

テニスコート 
 3910 

相撲場  0 

プール  3,106 

野外ステージ  50 

中央公園 

多目的広場 
 62 

ラグビー場  66 

市民いこいの森 

多目的広場 
 144 

シャワー室  2 

健康公園 

テニスコート 
 1,012 

健康公園 

多目的広場 
 194 

陸上競技場  607 

屋内運動場  226 

野球場  76 

運動公園 

多目的広場 
 349 

計  17,172 



施設利用 

人数 

体育館  35,554 

武道館  27,794 

第二武道館  7,997 

弓道場  6,997 

サッカー場兼 

ソフトボール場 
 11,127 

中央公園 

テニスコート 
 31,147 

相撲場  0 

プール  4,211 

野外ステージ  3,960 

中央公園 

多目的広場 
 618 

ラグビー場  2,518 

市民いこいの森 

多目的広場 
 3,571 

シャワー室  40 

健康公園 

テニスコート 
 9,119 

健康公園 

多目的広場 
 2,539 

陸上競技場  20,954 

屋内運動場  9,490 

野球場  4,332 

運動公園 

多目的広場 
 6,200 

計  188,168 

相談件数   

講座参加者数   

合 計 
利用回数  17,172 

利用人数  188,168 

 



５ 事業収支                        （単位：千円） 

項目 実施計画（事業計画書より） 実施内容（実績） 

貸し

室等

利用

収入 

体育館  2,330 

武道館  1,152 

第二武道館  267 

弓道場  92 

サッカー場兼 

ソフトボール場 
 285 

中央公園 

テニスコート 
 4,923 

相撲場  0 

プール  260 

野外ステージ  ― 

中央公園 

多目的広場 
 ― 

ラグビー場  14 

市民いこいの森 

多目的広場 
 ― 

シャワー室  4 

健康公園 

テニスコート 
 899 

健康公園 

多目的広場 
 ― 

陸上競技場  17 

屋内運動場  182 

野球場  117 

運動公園 

多目的広場 
 ― 

計 8,727 10,542 

指定管理料 46,039 50,897 

その他収入 327 337 

繰越金  236 



収入計（Ａ） 55,093 62,012 

人件費 30,868 34,834 

光熱水費 11,283 9,530 

修繕料 1,575 2,467 

管理費 5,237 5,675 

外部委託費 6,030 5,566 

予備費  0 

公課費 100 3,695 

納付金  0 

支出計（Ｂ） 55,093 61,767 

収支（Ａ）－（Ｂ） 0 245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 28号様式（第 63条関係） 

指定管理者自己評価表 

令和３年５月１９日 

 

指定管理者  かのや健康・スポーツクラブ  

 

施 設 名  鹿屋運動公園等        

 

確認事項 自己評価 

履行 

確認 
１ 協定書、仕様書及び事業計画書に基づいた管理運営を行っているか ③・２・１ 

執 

行 

体 

制 

２ 人員の配置が適切であるか ③・２・１ 

３ 従業員に対し、業務に必要な研修や教育を適切に行っているか ③・２・１ 

４ 就業規則等を遵守し、雇用者の労働環境を確保しているか ③・２・１ 

５ 個人情報の取扱いは適切に行っているか ③・２・１ 

安

全

対

策 

６ 危険箇所の把握及び点検を行い、利用者等の安全安心に努めている

か 
③・２・１ 

７ 防犯、防災対策等の危機管理体制は適切であるか（緊急連絡網や初

動対応要領の作成等） 
③・２・１ 

サ 

ー 

ビ 

ス 

の 
質 

８  親切丁寧な接客に努めているか ③・２・１ 

９ 利用者からの苦情等に対し適切に対応しているか ３・②・１ 

10 特定の者に有利又は不利な取扱いをしていないか ③・２・１ 

11 サービス向上及び利用促進のための取組を行っているか ③・２・１ 

報
告
事
項 

12 利用者の満足度調査（聞き取りを含む）等を行っているか ③・２・１ 

13 施設の破損及び異常について、速やかに対応し、市へ報告している

か 
③・２・１ 

経
営
状
況 

14 利用者数や稼働率等は適切な水準であるか ３・２・① 

15 事業収支は妥当であるか ３・②・１ 

総 合 

評 価 

(所感) 

・今年度は長期化する新型コロナの影響を受け、大会、イベント、合宿の中止、自粛、

人数制限及び通常利用者も活動自粛が目立ち施設利用者数は大幅に減少した。 

例年26万人を推移していたが今年度は18万人まで落ち込んでいる。 

・新型コロナ対策を継続する上で指定管理者にもコロナ予算をつけてほしい。 

利用者の多い武道館、体育館には顔認証型体温計や足踏み型消毒液器具を導入したい。 

また施設数が多く手指消毒だけでなく、施設内接触箇所消毒、器具消毒等を実施してお

り消毒液の使用量も多い。夏場はプール関係で増員配置やコロナ対策も必要である。 

・次年度も新型コロナの影響、体育館空調設備設置工事、武道館は新型コロナワクチン

接種、他改修工事等で収支に変動のある年になることが予想される。 
【自己評価の採点基準】「３」･･･優 「２」･･･良 「１」･･･可 


